
２００７年８月８日１６時～ 

於）ほくろうビル ４階会議室 

連合北海道札幌地区連合会／さっぽろ 労働相談センター  
札幌圏雇用センサス  ２００７年７月の相談状況 

 

「性急な景気回復・業況改善より雇用安定を優先すべき」 
１．労働相談の概況について 
 （１）相談件数について  資料－１ 「２００７年７月 月別労働相談処理状況」 
              資料－２ 「２００７年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 
                   「２００７年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 

相談者数は１０７人、相談項目数は１６２件となりました。対昨年比では＋５２人・＋６３件となりま

した。一人当たりの件数では１．５１件となり昨年を０．２９ポイント下回りました。 
対前月比では＋３０人・＋２５件となり、一人当たりの件数は０．２７ポイント下回りました。 
相談件数・項目数共に大幅に増となったものの相談者一人当たりの抱える相談内容は少なく、設定する

相談項目の全般にわたり相談が発生していることから、まずは相談をしてみようという傾向が強く現われ

ているといえます。 
【相談件数・項目数の比較】 

項  目 
 年・月 件数（人） 相談項目数 一人当たり相談項目件数 

２００７年７月 １０７人 １６２件 １．５１件 
前年同月（２００６年７月） ５５人 ９９件 １．８０件 
同年前月（２００７年６月） ７７人 １３７件 １．７８件 

 
 （２）雇用形態別相談者数及び件数について  
              資料－２「２００７年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 
                  「２００７年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 

相談者数１０７人の内訳は、社員３６人、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・派 
遣）６５人、不明６人となっており、男女比では男性４０人・女性６７人となっています。相談件数の 
内訳では、社員５７件、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・派遣）９８件、不明 
７件となっています。男女比では男性５９件、女性１０３件となっています。一人当たりの件数では、 
社員１．５８件、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・派遣）１．５０件、不明１． 
１６件となっています。男女比では男性１．４７件、女性１．５３件となっています。 

 
【雇用形態別 相談者数】 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 
男 ２７ ５ ０ ５ ０ ０ ０ ３ ４０ 
女 ９ ５ ３９ ３ １ ０ ７ ３ ６７ 
計 ３６ １０ ３９ ８ １ ０ ７ ６ １０７ 

 
【雇用形態別・男女別 相談件数（各上段）と一人当たり相談件数（各下段）】 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 
４４ ６ ０ ６ ０ ０ ０ ３ ５９ 

男 
１．６２ １．２０ ０ １．２０ ０ ０ ０ １．００ １．４７ 

１３ １２ ５３ ８ １ ０ １２ ４ １０３ 
女 

１．４４ ２．４０ １．３５ ２．６６ １．００ ０ １．７１ １．３３ １．５３ 
５７ １８ ５３ １４ １ ０ １２ ７ １６２ 

計 
１．５８ １．８０ １．３５ １．７５ １．００ ０ １．７１ １．１６ １．５１ 



 
（３）業種別相談状況について 資料－３「２００７年７月 労働相談（業種別・相談内容別）」 
               資料－４「０７年７月 相談者数（雇用形態・男女別、業種別）、処理内容」 

 業種別相談状況を相談者順に列挙すると次の通りになります。 
「卸・小売業・飲食店」２３人（相談件数３７件 １．６０件／一人） 
「医療・福祉・医薬品」１９人（  同 ２８件 １．４７件／一人） 
「その他サービス業」 １０人（  同 １４件 １．４０件／一人） 
「建設・設計・重機業」 ９人（  同 １４件 １．５５件／一人） 
「食品・加工」     ７人（  同 １１件 １．５７件／一人） 
「陸運・倉庫業」    ６人（  同 １０件 １．６６件／一人） 
「ビル管理業」     ６人（  同  ９件 １．５０件／一人） 
「公務・公共サービス」 ４人（  同  ４件 １．００件／一人） 
「商品斡旋・リース業」 ４人（  同  ６件 １．５０件／一人） 
「労働者派遣業」    ３人（  同  ７件 ２．３３件／一人） 
以下、「通信・報道・ＩＴ業」「金融・不動産業」「会計・行政・法律事務所」と続いています。 
相談者数・件数ともに「卸・小売業・飲食店」、「医療・福祉・医薬品」、「その他サービス業」及び「建 

設・設計・重機業」が上位となっています。 
 一人当たり件数では、「労働者派遣業」、「陸運・倉庫業」、「卸・小売業・飲食店」、「食品・加工」及び 
「建設・設計・重機業」の順となっています。 

     雇用形態と比較して相談状況を検証した場合、社員は殆どの業種に相談状況が発生しています。 
パートタイマーでは「卸・小売業・飲食店」、「医療・福祉・医薬品」に相談が集中しています。特に 

    「医療・福祉・医薬品」では、１９人の相談者の中、１７人が女性パートタイマーによる相談となって 
います。 

 
（４）相談内容について  資料－３「２００７年７月 労働相談（業種別・相談内容別）」 

資料－５「２００７年７月 労働相談（男女雇用形態別・相談内容別）」 
資料－６「２００７年 主相談項目 相談者数 月別集計」 

相談内容を相談者数及び相談件数で検証すると次の通りになります。 
「解雇・雇い止め・退職」 ３５件           ２６人 
「就業規則・雇用契約」  ２２件           １３人 
「賃金」         ２２件（内未払関連２０件） １３人（内未払関連１２人） 
「経営問題・労務管理」  １６件           １１人 
「合理化・倒産・企業閉鎖」１３件            ７人 
「労働保険（雇用・労災）」 １０件            ７人 
「有給休暇」        ７件            ７人 

 業種別の相談状況と比較して検証した場合、「解雇・雇い止め・退職」は分類不能業種を除き１１業種 
に相談として発生しており、「卸・小売業・飲食店」、「医療・福祉・医薬品」に相談が集中しています。 
 また、「合理化・倒産・企業閉鎖」も「卸・小売業・飲食店」、「医療・福祉・医薬品」に相談が多く 
発生しており相談者の内訳は社員とパートタイマーで９割以上となっています。 

 
 （５）違法件数について   参照資料－７「２００７年 月別相談内容別違法件数 集計」 

１０７名から寄せられた１６２件の相談中、違法と判断される項目は６５件となっています。 
４０．１％が違法という状況です。６５件の主要な内訳は次の通りです。 

                   【項目別違法件数の上位項目】 
項  目 違法件数 違法率 相談件数 

賃  金 １６件 
（内 未払い関連１５件） 

７２．７％ ２２件 

解雇・雇い止め・退職 １２件 ３４．３％ ３５件 



経営問題・労務管理 ９件 ５６．３％ １６件 
雇用保険・労災保険 ７件 ７０．０％ １０件 
就業規則・雇用契約 ６件 ２７．３％ ２２件 
勤務（労働時間関連） ４件 ８０．０％ ５件 
有給休暇 ３件 ４２．９％ ７件 
健康保険・年金問題 ３件 １００．０％ ３件 
労災・職業病・安全衛生 ４件 ５０．０％ ８件 

 
    労働条件の原則的なルールである、賃金や勤務時間に関するものの相談に違法状態が高くなっています。 

また、セイフティーネットの役割を果たす社会保障部分も極めて違法状態が高い状況になっています。 
 

２．７月の相談状況と雇用情勢について 
本州の好景気が北海道内の一部企業に波及し製造業、運輸業及び卸小売業に好転の兆しが顕著とされて 

います。そのため７月以降第２四半期の業績には大幅な改善数値が確保できるのではないかとされていま 
す。しかしながら、倒産件数の状況では格差に苦しむ中小零細企業の実態が浮き彫りになっています。 
 １月から６月の道内倒産件数は２３１件で対前年比１５．７％増となっています。負債総額こそ９２９ 
億円・対前年比０．１％減となったものの件数は４年ぶりの増加となっています。 
 また、７月の道内倒産連数は５２件に達し今年にはいり３番目の高水準になっています。 
 ミートホープ社破綻に関連する内容が目立っています。７月の倒産状況では負債総額が１０５億７千万 
円と今年度最少額となっていますが、これは中小零細企業の倒産が多いことを示しています。 
 大型店舗の進出による地元中小店舗の売上減少と店舗閉鎖、公共事業の減少に関連する建設・重機関連 
の事業所の倒産、介護保険制度の中で人材確保や利用者確保に困窮する小規模事業所の閉鎖等が多く含ま 
れています。 
 ７月の相談状況にはこれらの状況が全て反映されています。そして、雇用形態を問わず多くの労働者が 
雇用不安を抱え、まずは相談・質問をしてみようというモードに入った結果、当月の相談者・件数の大幅 
増となったといえます。 
雇用形態別特徴では、パートタイマーでは「卸・小売業・飲食店」、「医療・福祉・医薬品」に相談が集 

中し、特に「医療・福祉・医薬品」では、１９人の相談者の中、１７人が女性パートタイマーによる相談 
となっています。これは、介護事業所の閉鎖に関連する相談が大半です。「卸・小売業・飲食店」でも閉店・

閉鎖に関連する相談が多く、加えて緊急事態になって労働保険の未加入や有給休暇取得への不正な制限が

明らかになるという悲惨な状態が多く見られました。 
 社員では設定する大半の項目に相談が発生している状況で、内容を突き詰めると人員削減に行き着く内

容となっています。大手発注・契約先企業のコストに関係する要望が中小零細の雇用に響く状況が現れて

います。公表される景気回復・業況改善の背景には安定した雇用や技術を研鑽し伝承する労働者の姿はみ

られないのが現実です。景気回復・業況改善に性急なあまり社会を構成する重要な部分を失っているので

はと考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 


